


６ 

特記仕様書 

構造物掘削 

訂正公告(特記仕様書)で、掘削土が土

砂Ⅰ相当だけだったものが、土砂Ⅱ相

当、土砂Ⅲ相当が追加されていますの

で、それらの内訳の提示をお願いいた

します。 

閲覧資料をご確認ください。 

土砂Ⅲについては、設計図（新町橋下部

工）60/63 に記載する置換工後の掘削を

想定しております。 

７ 

特記仕様書 

盛土工 

土砂Ｂ、土砂Ｅ、土砂 F、軟岩(軟岩Ａ)

の内訳の提示をお願いいたします。 

令和６年８月３０日掲載「質問に対する

回答について⑦」質問番号２０・２１に

対する回答のとおりです。 

８ 

回答書 14-11 

『引渡し方法は、工事契約後、別途監督

員・他工事受注者と協議するものとし

てお考えください。』と回答されていま

すが、契約後の協議で決めるのであれ

ば、現段階で見積りが困難です。現在の

計画でいいので見積条件の提示をお願

いします。 

特記仕様書２９－６（１）種別に記載の

とおりです。なお、荷受けとは盛土材の

荷下ろしまでを意図しています。 

９ 

回答書 14-15 

『仮設落石防護柵(リース品)を仮置き

する』で回答されていますので、仮置き

期間の提示をお願いします。 

併せて、仮置き後の作業内容をご教授

願います。 

契約項目 仮設物設置・撤去工 仮設落

石防護柵 賃料の設計数量から、設置・

撤去に係る期間及び仮設落石防護柵が必

要な本体工事の施工期間を考慮し、貴社

にて算出してください。 

なお、仮置き後の作業内容は、リース品

の返却です。 

１０ 

回答書 14-18 

『本特記仕様書１４－１「工事用道路

の指定」に示す箇所について散水・清掃

等の維持は受注者が行うものについて

国道や県道も散水・清掃する』ことで回

答していますが、それでは約３３万 m2

を散水・清掃することになりますが、そ

れでよろしい再確認いたします。 

散水・清掃等における維持の方法や頻度

は、貴社の施工計画に基づきお考えくだ

さい。 

 


